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医療法は昭和２３年に成立した医療の基幹法ですが、これまでに５次にわたる大改正が行われて
います。 
 

第１次改正（昭和６０年）では、病床規制による医療費増大抑制を狙いとして、２次医療圏と３次医
療圏が設定され、それぞれに病床数の上限が設けられました。 

この改正直前、「駆け込み増床」による病床数の急増がありました。 
 

第２次改正（平成４年）では、医療機関の機能分化を狙いとして、特定機能病院と療養型病床群
が制度化されました。 
 

第３次改正（平成１０年）では、総合病院制度が廃止され、医療機関の地域連携を狙いとして、地
域医療支援病院が新設されました。 
 

第４次改正（平成１２年）では、病床機能ごとの病床規制を狙いとして、一般病床から療養病床が
独立し、一般病床は「結核・精神・感染症・療養病床以外の病床」と規定されました。 
 

第５次改正（平成１８年）では、患者の選択に資する医療機関情報提供の推進、広告規制緩和、
医療安全対策の強化、患者相談窓口設置の努力義務、医療計画の見直し、医療機能の分化・連
携、行政処分を受けた医師等への再教育、医療法人制度の改革などが盛り込まれました。 
 
 



良質な医療を提供する体制の確立を図るための 

   医療法等の一部を改正する法律案の概要（第5次医療法改正） 

目的：国民の医療に対する安心一信頼を確保し、質の高い医療サービスが 

     適切に受けられる体制を構築するもの。 

良質で安心・信頼のできる 

医療サービス 

医療計画制度の見直し等を通じた 

医療機能の分化・連携の推進 
医療計画に、脳卒中・がん・小児救急医療等 

事業別の具体的な医療連携体制を位置付け 等 

患者等への医療に関する情
報提供の推進 

都道府県が情報を集約し、 

住人に情報提供・相談に応じる
仕組みの制度化 等 

医療安全の確保 

医療安全支援センターの制度化、
医療安全確保の体制確保の義務

付け 等 医療従事者の資質の向上 

行政処分を受けた医師等の再教育
の義務化 等 

医療法人制度改革 

非営利性の徹底、公立病院が担っ
てきた分野を扱う医療法人制度の

創設 等 

地域や診療科による医師不
足問題への対応 

都道府県の「医療対策協議会」を
制度化し。 

関係者協議による対策を推進 等 

2007年 
平成19年 



ゴールドプラン（1989年）：市町村における在宅福祉対策の緊急
実施、施設の緊急整備が図られ、特別養護老人ホーム・デイサービ
ス・ショートステイなどの施設の緊急整備、ホームヘルパーの養成な
どによる在宅福祉の推進などが本施策の柱として掲げられた。 
 
 高齢化が当初の予想を超えて急速に進んだため、1994年に全面的

に改定された新ゴールドプラン（高齢者保健福祉5ヵ年計画）
が策定された。 
    

 2000年4月の介護保険制度の導入で生じる新たな需要に対応す
るため、新ゴールドプランの柱では在宅介護の充実に重点を置き、ヘ
ルパー17万人確保、訪問看護ステーション5,000箇所設置などを目標
とした。この新ゴールドプランは1999年度で終了し、新たに策定された

高齢者保健福祉5ヵ年計画が「ゴールドプラン21」である。 

2000年 
平成12年 

1989年 
平成２年 

1994年 
平成7年 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%A4%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC


              2000年  
 高齢者保健福祉5ヵ年計画が「ゴールドプラン21」 
 
ゴールドプラン21は、“いかに活力ある社会を作っていくか”を目
標とし。 
・「いつでもどこでも介護サービス」 
・「高齢者が尊厳を保ちながら暮らせる社会づくり」 
・「ヤング・オールド（若々しい高齢者）作戦」の推進、 
・「支えあうあたたかな地域づくり」 
・「保健福祉を支える基盤づくり」 
 

介護サービスの基盤整備と生活支援対策などが位置付けられ、
グループホームの整備を具体的な施策として掲げている。 

2000年 
平成12年 



2005年 
平成17年 



改正介護保険法ポイント2006年 
１．従来の要支援、要介護１が要支援１、要支援２、要介護１に再分類
されます。それに伴って、「介護予防サービス(新予防給付)」が新た
に新設。 

２．・・・要介護度の低い利用者(要支援１・２)向けに、心身の状態の悪
化防止と改善を図る。 

３．・・・介護保険対象以外(自立)の高齢者向けには、「地域支援事業」
を設け介護予防を行う。 

４．高齢者の相談窓口として「地域包括支援センター」を新設 

５．施設利用者の食費、居住費の原則全額自己負担 

６． 「地域密着型サービス」が新設 ex)①小規模多機能型居宅介護 

                         ②夜間対応型訪問介護 

７．サービスの質の向上のための施策。 
  ① 事業者の情報開示の徹底。 
  ② 事業者指定の更新制(６年)の導入。 
  ③ ケアマネージャーの資格の更新制(５年)と研修の義務化 

８．被保険対象者が拡大(４０歳以上の末期がん患者も利用可能に) 

2006年 
平成18年 



介護予防活動指針の要点 
（２００６年  日本リハ病院・施設協会） 

１．健康づくり、仲間づくり、地域づくりなど 
  社会全体の取り組みとして進める。 
２．地域の様々な社会資源を活用する。 
３．早期対応が重要、早期把握システムの構築が必要 
４．本人の希望など自己実現の目標を考慮、 
  個別評価に基づくプログラムと適切な 
  管理・運営が重要。 
５．生活機能を、「活動」と「参加」につなげる。 
６．虚弱高齢者、要支援～軽度の要介護高齢者が 
  良い対応。 
７．生活機能の維持改善が期待できない場合、 
  尊厳が守られ、かつ本人・介護者双方にとって 
  安楽な介護状態に保つことが重要。 

2006年 
平成18年 



地域包括支援センターで行う事業と介護保険給付の区分 

健康・生
きがい関
連事業 

     地域支援事業 予防 

給付 

介護 

給付 介護予防 

事業 

包括的支
援事業 

任意事業 

事業の内
容 

まるごと生活ｻ
ﾎﾟｰﾄ事業、老
人保険事業な
どを再編したり、
地域ボランティ
ア、老人クラブ、
スポーツクラブ、
公民館活動、
生きがい活動
等地域資源を
総力戦化 

○介護予防の
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 

○介護予防ｻｰ
ﾋﾞｽ実施（要支
援・要介護にな
るおそれのあ
る者） 

○介護予防マ
ネージメント 

○総合相談・支
援事業 

○権利擁護 

○地域ケア支
援事業 

○介護給付費
適正化 

○家族介護支
援 

○日常生活支
援 

○介護予防ｻｰ
ﾋﾞｽ 

○地域密着型
介護予防ｻｰﾋﾞ
ｽ 

○介護予防支
援 

○施設・居宅介
護ｻｰﾋﾞｽ 

○地域密着型
ｻｰﾋﾞｽ 

○居宅介護支
援 

主体 市町村 

国保保険者 

民間事業者 

市町村・国保保
険者直営、また
は委託可能 

市町村・国保保
険者直営、また
は一括して地
域包括支援C

に委託可能 

市町村・国保保
険者直営、また
は委託可能 

        保険者   

対象者 健康者 

虚弱者 

要支援・要介護になるおそれのある者 要支援１ 

要支援２ 

要介護１～５ 

必須？ 必須 必須 任意 必須 

開始時期 平成18年4月～ 任意 平成18年4月
（猶予期間20

年3月） 

平成18年4月
～ 

介護予防事業者 施設・居宅事業者 

            地域包括支援センター 

2006年 
平成18年 



各予防階段ごとの介護予防の取組 

介護予防におけ
る 

予防階段 
対象者 内容 施策等 

一次予防 
活動的な状態にある高齢
者を含む全ての高齢者 

生活機能の維持・向上
（特に高齢者の精神・身
体・社会の各相における
活動性の維持・向上）を図

る。 

地域支援事業 

介護予防一般高齢施策 

二次予防 
要支援・要介護状態とな
るおそれがある高齢者 

（特定高齢者） 

生活機能低下の早期発見・
早期対応を行う。 

地域支援事業 

介護予防特定高齢者施
策 

三次予防 
要支援・要介護状態に

ある高齢者 
要支援・要介護状態の改
善や重度化予防を行う。 

新予防給付 

（要支援1・2の者が対象） 

 

介護給付 

（要介護1～5の者が対象） 

2006年 
平成18年 



新たな介護予防サービスの開発 
新予防給付に導入するサービス 

運動器の機能向上 

栄養改善 

口腔機能の向上 

既存サービスプログラムの中で 
実施。 

十分なエビデンスが存在。 

地域支援事業等で実施するサービス 

うつ予防・支援 

閉じこもり予防・支援 

認知症予防・支援 

新予防給付の3つのサービスに加えて、効果

は期待されるがまだ十分なエビデンスがないも
の。 

主として幅広い集団に対して 
サービスを実施することが有効であることか 

ら地域支援事業において実施。 

2006年 
平成18年 



地域密着型サービスとは 
 今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が出来る限り住み慣れた地域での 
生活が継続できるように、平成１８年４月の介護保険制度改正により創設されたサービス体系です。 
 市町村が事業者の指定や監督を行います。施設などの規模が小さいので、利用者のニーズにきめ細か 
く応えることができます。従って、事業者が所在する市町村に居住する者が利用対象者となっています。 
   
 出来る限り住み慣れた地域で生活ができるように創設されたサービス体系です 
   
○小規模多機能居宅介護  
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
○複合型サービス  
○夜間対応型訪問介護  
○認知症対応型通所介護  
○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）  
 認知症の高齢者が共同で生活する住居で食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が利用できます。 
○地域密着型特定施設入居者生活介護  
 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで食事、入浴等の介護や機能訓練が利用で 
きます。  
○地域密着型介護老人福祉施設  
 要介護者を対象とする定員30人未満の小規模な特別養護老人ホームで、入浴、排せつ、食事等の介護、 
機能訓練、健康管理を利用できます。 

2006年 
平成18年 



2009年 
平成21年 



2012年 
平成24年 



新改正介護保険法2012年の改定でのポイントは 
①介護保険料ＵＰ 
②介護保険事業計画 
 市町村ごと⇒生活圏域ごと 
③地域包括ケア 
 医療、介護、予防、住まい、 
 生活支援サービスを 
 切れ目なく一体的に提供すること。 

2012年 
平成24年 



③地域包括ケア 
 医療～在宅でみる看護・介護・リハ 
 介護、予防、 
 住まい～高齢者の住居 
    （サービス付き住宅、複合型） 
     安否確認＋相談できる機能 
 ＊高専賃⇒サ付き住宅or有料老人ホーム 
   生活支援サービスを切れ目なく一体的に提供すること。 
   ～自立と要支援者のサービス 
    （地域包括支援センターの機能強化） 

2012年 
平成24年 



第5期介護保険事業計画2012～14年 

①認知症支援策の充実 

②在宅医療の推進 

③高齢者に相応しい住まいの計画的な整備 

④生活支援サービス（介護保険外サービス） 

17 

2012年 
平成24年 



健康フロンティア戦略 

平成17年（2005）から平成26年（2014） 

2005年 
平成17年 

2014年 
平成26年 



健康日本21 
平成12年（2000）から平成22年（2010） 

2000年 
平成12年 

2010年 
平成22年 



第３次対がん１０ヵ年総合戦略 

平成16年（2004）から平成25年（2013） 

1. がん研究の推進 

 

 

 

2. がん予防の推進 

 

 

 

3. がん医療の向上とそれを支える社会環境の整備 

• 第３次対がん総合戦略研究事業（大規模な臨床研究） 

• 医療技術評価総合研究事業（EBMの手法に基づく診療ガイドライン） 

• 国立がんセンターがん予防・検診研究センターにおける検診事業等

の推進 

• マンモグラフィの緊急整備事業の実施（平成１７年度から） 

• がん登録制度の推進 

• がん診療施設情報ネットワーク事業 

• 地域がん診療拠点病院制度 

2004年 
平成16年 

2013年 
平成25年 



 

 

 

急性期医療 

（14日～20日） 

 

急性期リハ提供有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急性期リハ提供無 

回復期リハ病棟 
（発症から150日間） 

亜急性期病床 

療養病床 
（医療） 

療養病床 
（介護） 

 

 

在 宅 

 

訪問系サービス 

○訪問看護 

○訪問リハビリテーション 
○訪問介護 

通所系サービス 

○通所介護 
○通所リハビリテーション 

重要！！自立支援事業所 

医療から介護への問題点（医療から介護への不連続性、連携の不備、遅延）  



障害者自立支援法（2006年）による改革のねらい 
 
１、障害者の福祉サービスを「一元化」 

  サービス提供主体を市町村に一元化。障害の種類（身体障害、知的障害、精神障害）にかかわらず障
害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。 
２、障害者がもっと「働ける社会」に 

  一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働
けるよう、福祉側から支援。 
３、地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」 

  市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できる
よう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。 
４、公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」 

  支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、
明確化する。 
５、増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化 
 (1)利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」 

  障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に
応じた公平な利用者負担を求める。この場合、適切な経過措置を設ける。 
 (2)国の「財政責任の明確化」 

  福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義
務的に負担する仕組みに改める。 
 
障害者自立支援法 （障害種別にかかわりのない共通の給付等に関する事項について規定） 
  身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法等 

2006年 
平成18年 
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平成18年12月13日 ニューヨークで採択 
平成19年9月28日 ニューヨークで署名 
平成25年12月4日 国会承認 
平成26年1月20日 批准書の寄託 
平成26年1月22日 公布及び告示（条約第1号及び外務省告示
第28号） 
平成26年2月19日 我が国について効力発生 

2014年 
平成26年 



市町村地域生活支援事
業が始まります 
市町村が地域の特性や利用者の状況に応じて、柔軟に行
う地域生活支援事業が始まります。 

主な市町村地域生活支援事業 

●相談支援事業 

障害者からの相談に応じ在宅生活や障害福
祉サービスの利用に必要な情報を提供しま
す。 

●コミュニケーション支援事業 

意思疎通を図ることに支障がある人に手話通
訳者の派遣などを行います。 

●日常生活用具給付等事業 

重度障害者に対し、自立支援用具などの
日常生活用具を給付又は貸与します。 

●移動支援事業 

屋外での移動が困難な障害者について、外
出のための支援を行います。 

●地域活動支援センター 

創造的活動や生産活動の機会を提供します。 

●その他の事業 

※その他の事業として行われるサービスについては
市町村ごとに異なります。サービス内容については、
お住まいの市町村にお問い合わせください。 

2006年 
平成18年 



特定健診・特定保健指導 2008年～ 

• 糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病が増えています。これらは、
食生活の見直し、適度な運動などで予防できることが分かってきています。この
ような背景のもと、平成18年の医療制度改革において、平成20年4月から、健康
保険組合、国民健康保険などに対し、40歳以上の加入者を対象としたメタボリッ
クシンドローム(内臓脂肪症候群）に着目した健康診査（特定健康診査）および
保健指導（特定保健指導）の実施が義務付けられることになりました  

2008年 
平成20年 



地域包括ケアシステムの投下後、 
予測される医療・介護の動向と地域リハの需要変化 

急性期 回復期 維持期 

PTOTSTの約73％以上が、所属 

急性期 回復期 維持期 

回復期リハの一部を地域で担う 

医療保険 

介護保険 

介護領域におけるPTOTSTの需要拡大 

医療保険 

介護保険 

地域ケアにおけるリハフィールド 

入院でのリハビリテーション 

現
状 

今
後
予
測
さ
れ
る
状
況 

9 60 

30 150 
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2025年 
平成37年 



地域包括ケアシステムとは 

•平成20年度地域包括ケア研究会での定義：「ニーズに応じた『住宅』
が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確
保するために医療や介護のみならず福祉サービスを含めた様々な
生活支援サービスが日常生活の場(日常生活圏域）で適切に提供で
きるような地域での体制」 

• 「おおむね３０分以内」に必要なサービスが提供される圏域として、
具体的には中学校区を基本とする、としている 

 

2025年 
平成37年 



２０２５年の地域包括ケア構築に向けて・・ 

 地域包括ケアを作り上げるには，行政・市民・多職種団体・介護事業所・介護施
設・診療所・病院など，すべての関係者が方向性を共有し，協力していくことが大
事！ 

2025年 
平成37年 



2014年 
平成26年 



医療・介護連携 



31 



2011～2015年 

医療提供体制改革の課題 
医療機能分化の推進 

 
 
〇急性期強化、リハ機能等の確保・強化など機能分化・強化 
〇在宅医療の計画的整備 
〇医師確保策の強化  など 
 

報酬同時改定（2012）の課題 
医療・介護の連携強化 

 
〇入院～在宅に亘る連携強化 
〇慢性期対応の医療・介護サービスの確保 
〇在宅医療・訪問看護の充実  など 
 

介護保険法改正法案 
地域包括ケアに向けた取組 

 
〇介護療養廃止6年（2017年度末まで）猶予 
〇24時間巡回型サービス 
〇介護職員による喀痰吸引  など 32 



あらゆる病期・場面にリハビリテーションが 
導入されてきている！ 
 
 
  求人が医療でも介護でも急増してきている！ 

2014年 
平成26年 
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2014年 
平成26年 



2014年 
平成26年 



2014年 
平成26年 



今回の改定の大きなテーマは・・・ 

「医療機関の機能分化・強化と 
     連携、在宅医療の充実」 

・平均在院日数の短縮 
・在宅復帰率の重視 

2014年度診療報酬改定 

地域包括ケアシステム推進対策本部 研修ⅠＷＧ（地域
ケア会議） 

2014年 
平成26年 



今回の改正案は2025年を見据えた 
「地域包括ケアシステム」の概念が 

医療に取り入れられた！！ 

医療が介護システムを後方から 
バックアップする体制が整えられた 

「時々入院、ほぼ在宅」 
（朝日新聞社記事より） 

地域包括ケアシステム推進対策本部 研修ⅠＷＧ（地域
ケア会議） 

2014年 
平成26年 



１．地域包括ケアシステムのバックアップ 

２．在宅医療の強化 

３．訪問看護の強化・大規模化 

４．リハビリテーションの充実 

５．在宅復帰の視点 

・７対１看護の新たな基準として、在宅復帰率75％以上。 
・療養病床にも「在宅復帰機能強化加算」が新設 
・特定除外制度の撤廃 

⇒在宅復帰先として老健も！！ 
  ※但し、在宅強化型または在宅復帰・在宅療養支援機能加算を 
   算定している施設が条件 
 
 

医療保険改定のポイント 2014年 
平成26年 
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脳卒中対策を地域レベルで推進 自公の有志議員が基本
法案を 
 日本人の主要な死因である脳卒中について、自民、公明両党の有志議員でつくる「脳卒中対策を考え

る議員の会」（会長・尾辻秀久元厚生労働相）は３日までに、予防から治療、リハビリを一
貫して地域レベルで推進するための「脳卒中対策基本法案」をまとめ
た。党内手続きや他党との調整を進め、早ければ今国会にも議員立法として提出し、成立を目指す。 

 法案では予防に向けた知識の普及や啓発をするとともに、患者の迅速な搬送や救急医療、良質なリハ
ビリ体制の整備など、「脳卒中対策を総合的かつ計画的に推進する」としている。 

2014/06/03 05:35   【共同通信】 

2014年 
平成26年 



政府が新制度、医療・介護一体化 

地域内でグループ化、効率経営に 2014年06月09日  
 

 政府は９日、同じ地域で競合する複数の病院や介護施設が連携し、一体的な運営ができ
るよう２０１５年度にも新制度を創設する方針を固めた。異なる医療法人や社会福祉法人
のグループ化を可能にして、病院と施設の役割やニーズに応じて地域内で再編。効率的な
経営とサービス供給を目指す。月内にまとめる新たな成長戦略に盛り込む。 

 入院患者に在宅医療や介護施設への移行を促し、退院後も切れ目なく質の高いサービスを
受けられるようにするとともに、医療・介護費を抑える狙いがある。厚生労働省は来年以
降の国会に関連法案を提出する方向だ。 

 新制度は、民間企業の「持ち株会社」のような仕組みの「非営利ホールディングカンパ
ニー型法人制度」。親法人がグループを束ね、傘下に医療法人や、特別養護老人ホームな
どを運営する社会福祉法人を置く。グループ内で医療機器や介護補助器具を共同で購入し
たり、資金を融通したりして、経営の効率化を図る。看護師と介護職員の人材交流もしや
すくなる。 

 現状では、地域内に同じような規模の病院が複数あり、高度な機器をそれぞれが購入す
るような無駄が生じている。病院の機能が急性期対応に偏ってリハビリ向けが少ないなど、
医療法人間の役割分担が進んでいない。社会福祉法人の多くは小規模で経営が苦しく、介
護人材の不足が深刻だ。持ち株型による一体運営で問題解決につなげる。 

 厚労省によると、全国の医療法人は約４万９千法人（１２年度末）、社会福祉法人は約２
万法人（同）。 

2014年 
平成26年 



2014年 
平成26年 



地域包括ケア病棟 

2014年 
平成26年 
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2014年 
平成26年 



医療を取り巻く環境変化への対応として「社会保障・税一体改革」（平成 24 年２月 17 日閣議決定）に基づく病院・病床

機能の分化および強化、在宅医療の充実、チーム医療の推進等によって、患者個々の状態にふさわしい、良質かつ
適切な医療を効果的・効率的に提供する体制の構築を目指すというもの 

第6次医療法改正 

2014年 
平成26年 
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第6期介護保険計画作成のポイントなど提示- 厚労省 

  
  厚生労働省は2月25日、市町村や都道府県が第6期（2015―17年度）の介護保険事業計画や介護保険事業
支援計画を作成する上でのポイントなどを示した。団塊の世代が後期高齢者となる25年のサービス水準や保
険料水準を推計することや、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（24時間訪問サービス）の一層の普及の必
要性などが盛り込まれている。 

 このうち、市町村が作成する介護保険事業計画については、計画期間中の給付費を推計し、保険料を設定
する従来の内容に加え、25年のサービス水準や保険料水準ついても「推計し、計画に記載する」とした。 

 また、医療と介護の両方が必要な人の増加が見込まれることから、24時間訪問サービスや複合型サービス、

小規模多機能型居宅介護などの普及が重要と指摘。公営住宅や特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サー
ビス付き高齢者向け住宅などの整備については、「今後、どのような方向性で充実させていくか、保険者と
して提示する」としている。 

 一方、都道府県が作成する介護保険事業支援計画については、計画期間中だけでなく、25年に必要となる

介護人材の推計の実施を提言。同時に、その推計を踏まえ、人材の育成・確保のための取り組みも示すべき
としている。また、医療計画と一体的に強い整合性を持った形で策定することや、高齢者居住安定確保計画
と調和を図ることも提示された。 

 今後、厚労省では、これらのポイントを含んだ計画策定のための基本方針である「介護保険事業に係る保
険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」を取りまとめる方針という。 
 

2014年 
平成26年 



認知症施策 



認知症徘徊事故／地域で支え見守る仕組みを 
 高齢社会を生きる私たちに突き付けられた課題だ。目をそらしてはなるまい。 
 ２００７年、愛知県内に住む９１歳の認知症男性が徘徊（はいかい）中に電車にはねられて死亡した事故。ＪＲ東海が遺族に振り替え輸送代など損害賠償を求めた

訴訟の控訴審判決で名古屋高裁は４月、男性の妻が見守りを怠ったと認定し、約３６０万円の支払いを命じた。 
 線路内への立ち入りを防げなかったＪＲ側の安全対策の不備も指摘し、賠償額は一審より半減されたものの、介護を尽くした遺族にとって極めて厳しい判決と言える。 
 男性は「要介護４」で、当時８５歳だった妻が自宅で介護していた。男性は妻がまどろんだすきに外出し、事故に遭った。 
 判決は妻に民法上の監督義務があるとした。ただ、今回のような「老老介護」でなくても、２４時間の監視を徹底しない限り徘徊を完全に防ぐことは不可能だ。施錠
や身体拘束など、当事者の尊厳を奪う行為を常態化することは好ましくない。 
 夫を亡くした悲しみに加えて、献身的に介護しながら、わずかに目を離したことを「過失」と責められた妻の気持ちは察するに余りある。介護の専門家からは「実態

を知らない判決」との批判が出ている。 
  
 認知症の高齢者は年々増えている。厚生労働省によると１２年時点で約４６２万人と推計され、予備軍となる
軽度認知障害を含むと８６０万人に上る。高齢者４人に１人の割合だ。警察庁の調べでは、認知症が原因で行方
不明になった人は１２年で約９６００人おり、３５９人は発見時に死亡していた。 
 国は１３年度、施設介護から在宅介護への転換を柱とした認知症施策推進５カ年計画（オレンジプラン）をス
タートさせた。 
 
特別養護老人ホームの待機者が５０万人を超えている現実もあり、住み慣れた自宅で暮らしたいという本人の気持ちを大切にしながら、家族や地域社会で認知症の高齢
者を支えるという方向は理解できる。 
 それだけに、責任能力がない認知症の人の徘徊責任を家族に押し付ける司法判断が、家族の介護意欲を減退させ、認知症の人を社会から隔離する方向へと向かわせな
いか心配だ。 
 同様の事故は誰の身にも起こり得る。鉄道会社の事故防止は言うに及ばず、今後は家族や鉄道会社の負担を減らす賠償制度の検討も必要になるだろう。 

  
オレンジプランでは認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守るサポーターを、１７年度まで
に６００万人に増やす計画を進めている。徘徊などに困っても、認知症への誤解や偏見を恐れて助けを求めない
家族も少なくないだけに、そうした人々を地域で孤立させない取り組みが大切だ。 
 高裁判決を受け、ＪＲ側と男性の妻の双方が上告した。最高裁の判断にかかわらず、認知症の人や家族が安心して暮らせる地域づくりを加速させたい。社会の包容

力が問われている。                                                                                                                                                     2014年06月02日月曜日 



20年後の東京、独居高齢者100万人超に- 国立社会保障・人口問題研究所が将来推計  

  

 約20年後の東京では、一人暮らしをする65歳以上の高齢者が100万人を突破
する―。そんな将来推計を国立社会保障・人口問題研究所がまとめた。推計では、20年後の日本では、全
世帯の4割超が高齢世帯（65歳以上の人が世帯主）となることも示されている。 

  国立社会保障・人口問題研究所では、2010年の国勢調査を基に、10年から35年の25年間の人口や世帯
数を推計した。 

  

 その結果、35年の高齢世帯の総数は、10年と比較すると全国で24.8％増加。 

都道府県別で見ると、山口と島根を除いた45都道府県で増加が見込まれた。 

高齢世帯が一般世帯に占める割合は、10年では31.2％だったが、35年には40.8％と10ポイント近く上昇。
その割合が40％を超える自治体は、41道府県に達した。  

独居高齢者、20年で5割超増加 
 また、35年の独居高齢者（65歳以上）は、10年に比べて全国で53.1％増加。自治体別にみても、すべて
の都道府県での増加が見込まれるが、なかでも最も人口が多い東京では、10年には64万7000人だった独
居高齢者が、35年には104万3000人まで増加すると見込まれている。 

  

 そのほか推計では、▽35年までには、沖縄を除く46都道府県で世帯数が減少を開始。 

10年と35年を比べると、全世帯の総数は4.4パーセント減少する▽平均世帯人員は、10年から35年にかけ
てすべての都道府県で減少。最も少ない東京では15年に2.0人を下回る▽単独世帯は増加を続け、25年に
は、すべての都道府県で、最も高い割合を占めるようになる―などの結果も示された。 



地域ケア会議 







地域包括ケア推進 

•各保健圏域ごとに、地域包括支援センター 

•各市町村に地域包括ケア拠点 

 

 年明けから、、、  

 26年度整備へ向けて、動きが出てきた。 

 26年度予算化され、事業が本格稼働へ！！！ 

 2月、3月に地域ケア会議、地域包括ケアの推進のため
の勉強会が目白押しです！ 

 地域の中核となる老健へ向けて、進みましょう！ 
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2014年 
平成26年 



埼玉県士会 

地域包括ケア推進リーダー研修
資料より。 

 

2014年 
平成26年 



地域ケア会議、７月に設立 在宅高齢者支援を知事が表明  （徳島県） 2014/6/24  

    

 徳島県議会６月定例会が２４日、開会した。経済・雇用対策を柱とした２９億４３８７万円の２０１４年度一般会計補正
予算案など１９議案を上程し、飯泉嘉門知事が所信表明した。知事は、在宅高齢者に医療や介護、生活支援などの
サービスを一体的に提供する地域包括ケアシステムの在り方を話し合う、西日本初の「県版地域ケア会議」を７月に設
立すると表明した。６月２６日に本会議を再開し、代表・一般質問に入る。会期は７月１０日まで。 
 

 県版地域ケア会議は医療や介護、ＮＰＯの代表らで構成し、市町村では解決できない広域的な課題に対処したりケ
アシステムの実践モデルを示したりする。知事は「市町村の取り組みを強力に支援し、高齢者が住み慣れた地域で安
心して暮らせるよう取り組む」と述べた。ケア会議の設立日時や構成メンバーは調整中。 

2014年 
平成26年 



各ブロックに
て導入研修 



生活支援 



踏切、高齢者置き去り 渡りきれぬ場所、解消進まず 
2014年4月29日05時00分 

 

事故があった東武伊勢崎線の踏切。手押し車の男性が横断中に遮断機が下がってしまった 
 高齢者が長い踏切を渡りきれず、犠牲になる事故がなくならない。理想は立体交差化を進めて長い踏切をなくすことだが、 
費用の壁は高い。進む高齢化にどう対応すればよいのか。現場を歩いて考えた。 
 東京都足立区にある東武伊勢崎線の踏切。今年２月６日の夜、自転車を押していた女性（当時７６）が、 
 北千住駅を出発した急行列車にはねられて死亡した。 
 踏切は長さ２３メートル。普通、急行、快速など様々な列車が通るため、線路は５本ある。 
警視庁などの調べでは、女性が２本目にさしかかったころ、警報機が鳴り始めた。後ずさるように引き返し、 
１本目まで戻ったところではねられた。音が鳴り始めてから遮断機が下りるまで約２０秒、その約２０秒後に電車が通過した。 

http://digital.asahi.com/articles/photo/AS20140429000420.html
http://www.asahi.com/area/tokyo/
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%B6%B3%E7%AB%8B%E5%8C%BA.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E5%8D%83%E4%BD%8F%E9%A7%85.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E5%8D%83%E4%BD%8F%E9%A7%85.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%AD%A6%E8%A6%96%E5%BA%81.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%AD%A6%E5%A0%B1%E6%A9%9F.html
http://digital.asahi.com/articles/photo/AS20140429000420.html
http://digital.asahi.com/articles/photo/AS20140429000417.html
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■生活サービスコーディネーターの研修プログラムなど開発へ 

  

 また厚労省は、地域のニーズと地域資源のマッチングを担う「生活支援サービスコーディネーター」
（仮称）を育成するための研修プログラムなどの開発に乗り出すことを明らかにした。厚労省によると、
13年度と14年度には老人保健健康増進等事業を活用しながら、研修プログラムやテキストの開発を進め
る方針で、育成を担当する自治体関係者を対象とした中央研修の実施も検討しているという。 

  

 「生活支援サービスコーディネーター」（仮称）は、15年4月の
施行が予定される介護保険制度改正に伴い、導入される見通し。 
   

 （ 2014年02月25日 ） 



介護予防 



各ブロックに
て導入研修 



健康を維持すれば医療保険料が安くなる！ 検討本格化へ 
 
２０１４年６月６日 
 

政府は今月中にまとめる成長戦略で、健康の維持に努める人の保険料を安くできる仕組みを検討する方針を打
ち出す。生活習慣病の予防に取り組むインセンティブを高め、健康に関する産業の発展や医療費の抑制に繋げ
るのが狙いだ。２０１５年度以降の導入を視野に、厚生労働省が具体的な制度の設計や関係者との調整を進める。 
 
 

自己管理に励む生活のインセンティブを高める制度は、政府の「産業競争力会議」などで提案されてきた。厚労省
は今後、制度の導入を各保険者ごとに決められる仕組みを前提に検討を進めるという。 
 
 

保険料の増減を判断する基準では、きちんと健診を受けているか、必要な運動プログラムに参加しているか、な
どの案が有力だ。このほか、病院にかかる頻度や喫煙の有無などを評価するよう求める声もある。 
 
 

もっとも、こうした制度の導入には慎重論も根強い。それぞれが所得に応じた保険料を支払い、リスクの高い人も
同じ負担をするのが公的医療保険であり、その基本的な性格に反する側面を持っているためだ。健康管理に精を
出す人が報われる一方で、やむを得ず病気になった人が不利益を被る懸念もある。厚労省は今後、関係者の意
見を聞きながら慎重に検討を進める考えだ。 
 

2014年 
平成26年 



病気や介護の予防に励む人へのインセンティブ、厚労省が検討を本格化へ 
２０１４年４月１１日 
 
 
厚生労働省は、生活習慣病を予防して健康を維持する生活のインセンティブを高める仕組みの検討を本格化する。 
 
 

今年の夏までに、全国の自治体や保険者が進めている取り組みを調べ、具体的な手法をめぐる議論に活かしていく。
政府の「産業競争力会議」では、病気にならない人の保険料を安くすることなどにより、自己管理の意識の向上につ
なげていくよう求める声があるが、こうした制度の是非も検討の対象に含める。 
 
 

厚生労働省は１１日、田村大臣を本部長とする「健康づくり推進本部」を開催。健康な人を優遇する様々な仕組みに
ついて、前向きに検討を進める方針を確認した。結論を出す時期は明確にしておらず、産業競争力会議での議論も
踏まえて協議していく考えだ。 
 

2014年 
平成26年 



職場における腰痛予防の取組を！ 
～１９年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」を改訂～ 

 

 厚生労働省では、このたび「職場における腰痛予防対策指針」を改訂しましたの
で、公表します（別添資料参考。）。 

 職場での腰痛は、休業４日以上の職業性疾病のうち６割を占める労働災害となっ
ています。厚生労働省は、平成６年９月に「職場における腰痛予防対策指針」を示
し、主に重量物を取り扱う事業場などに対して、啓発や指導を行ってきましたが、近
年は高齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数が大幅に増加している状
況にあります。 

 このような状況を受け、適用対象を福祉・医療分野等における介護・看護作業全
般に広げるとともに、腰に負担の少ない介護介助法などを加えて改訂を行いました。 

厚生労働省では、改訂指針を都道府県労働局、関係団体、関係行政機関などに
通知し、職場における腰痛予防対策を推進していきます。 

 また、今年度は社会福祉施設に対する指針の普及・定着を目的として、介護事業
者を対象とした腰痛予防対策講習会の開催などの支援事業を実施する予定です。  

平成25年6月18日 
労働基準局安全衛生部労働衛生課  
労働衛生課長 椎葉 茂樹 
調 査 官 松下 高志 
業務第四係長 吉岡 生博 
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腰 痛 対 策 職場の重要課題に対処を！  
 
職業性腰痛は増加傾向にあり､平成２４年度に事業者から厚労省に報告された休業 
４日以上の職業性腰痛で最も多く発生しているのが社会福祉施設です。山口和之は 
4月10日の厚生労働委員会でこの問題を取り上げ､2025年までに100万人の増員が

必要とされている介護現場にとって大変重要な課題であり､労働者､経営者､健康を
支援する国が一体となって取り組んでいかなければならないと訴えました。  

厚生労働省からは､福祉用具の活用､予防のための講習会等を実施している。田村
厚労大臣からは｢第 12 次労働災害防止計画では腰痛予防対策に重きを置き、講習

会も全国で行ってゆく」、｢ノウハウを持っている介護現場の方々が腰痛により介護で
きないということは大きな損失であり､教育も含めて努力をしてまいりたい｣との答弁
がありました。  

また、欧米では研究が進む職業性腰痛のよる経済的損失についても、厚生労働省
には参照できるデータがなく算出していないとのことから、対策については「講習だけ
ではなく、一歩踏み込んだ現場での指導をお願いしたい」、「早い段階での治療が行
えるような体制を整えていただきたい」と田村厚労大臣に強く要望しました  
  
  
  

2014年 
平成26年 



近い将来、老健から地域や企業へ予防リハを提供！ 
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「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」、参議院本会議で可決。衆議院による審議へ
（4月9日） 
 
 
｢労働安全衛生法の一部を改正する法律案｣は、4月9日午前の参議院本会議で採決が行わ

れ、全会一致で可決されました。今後、衆議院での審議に移り、今国会中に成立する見通しと
なりました。企業様におかれましては、今後、年１回の実施が検討されている法的なストレス
調査のほか、年間を通して従業員様のストレスレベルを注視することが求められます。 

2014年 
平成26年 

メンタル検査を義務付け 従業員50人以上の事業所に  
2014/3/11  
 政府は11日、従業員50人以上の事業所に対して、メンタルヘルスの検査を義務付ける労働安全衛生法

改正案を閣議決定した。年１回は従業員全員のストレスの状況をチェックする。医師の面接指導に基づい
て業務を続けることが難しいと企業が判断したときは、配置の転換や勤務時間の短縮をしなければならな
い。今国会に提出し、成立を目指す。 
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２．自立支援型サービスの強化と重点化 
介護予防・重度化予防の観点から、リハビリテーション、 
機能訓練など自立支援型サービスの適切な評価及び重点化。 

・訪問介護と訪問リハとの連携の推進 
・短時間型通所リハにおける個別リハの充実（通所リハ） 
・在宅復帰支援機能の強化（老健） 
・機能訓練の充実（デイサービス） 
・生活機能向上に資するサービスの重点化（予防給付） 等 
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これからを考えると、、。 



胃ろう患者回復に診療報酬を加算 
         積極的なリハビリ促す 

（12/11 18:52） 

 
 厚生労働省は１１日、腹部に開けた穴から管で胃に栄
養を送り込む「胃ろう」の処置を受けた患者にリハビリを
施し、口からの食事ができるまで回復させた医療機関
に対し、診療報酬を上乗せする方針を示した。２０１４年
度の診療報酬改定に盛り込む。中央社会保険医療協
議会（厚労相の諮問機関）に提示した。  

 厚労省は積極的なリハビリを促し、食べ物や水分を飲
み込む機能を取り戻した患者をできるだけ増やし、患者
の生活の質を向上させたい考えだ。 
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介護度改善に成功報酬 制度根幹に踏み込む一策 
（2014年3月26日午前7時31分） 

 介護施設が高齢者の要介護度を改善した場合に「成功報酬」を支払う自治体が出てきた。現行制度は入所者の状態が改善すると、か
えって施設の収入が減る構造になっており、改善への意欲が下がりがちなのが弱点だ。施設の努力が反映しにくい制度の根底部分に踏み込んだ一策だろう。 

 

 滋賀県が２０１２年度から取り入れた交付金制度。要介護度の維持、改善につながる取り組みをした通所型の介護施設２０カ所を選び、１人に月１万円を支給している。介護施設は
人件費がネックでもあり交付金は歓迎されているという。 

 

 東京都の品川区も昨年春に奨励金制度を試験導入。この１年で特別養護老人ホームなど１０施設の４７人に改善が見られ、６８０万円
の奨励金が交付された。４月からも続けて取り組む。例えば要介護度４から３へ１段階改善すると月２万円、２段階軽くなれば４万円、３
段階なら６万円である。改善後の月数に応じ、最長１２カ月分支給と手厚い。 
 

 奨励金導入で施設の職員に意欲やケア意識の向上がみられ、区も改善は職員の努力の証拠と評価している。ただ、費用は区の一般財源であり苦しいという。国の介護報酬から工
面してほしいのが本音だろう。 

 

 介護制度は必要度を「要支援１、２」「要介護１～５」の７段階に分けている。要介護度が重い人ほど手がかかり、施設への介護報酬は上がる。施設の努力で要介護度を軽くし自立に
つながっても、報酬面で評価されないのはおかしい。 

 

 持続可能な社会経済モデル特区の構築を目指す岡山市では、要介護度改善だけでなくデイサービス施設の評価項目を決め、優良施設に対して財政支援を検討している。施設によ
ってサービスの質にばらつきがあることに危機感を持つ一方、高齢になっても住み慣れた家で長く暮らしたいとデイサービス需要は今後さらに高まるとみているからだ。 

 

 施設側のやる気につながる仕組み作りを目指し、要介護度が改善していけば、その結果、サービス利用者も少なくなり介護費用を減らすことができる（岡山市担当者）との算段であ
る。 

 

 だが、厚生労働省はこうした成功報酬を全国一律に取り入れることには慎重の立場をとる。施設が改善しそうな人だけを受け入れる懸
念があり、改善のために利用者の意向に沿わないサービスが提供されかねない。利用者の選別につながると危惧され、改善だけを施
設の評価基準にするにはまだ課題は多い。 
 

 要介護度が改善すると施設の収入が下がってしまう現行制度。成功報酬型は従事者のモチベーションを高める効果が期待できる。諸課題を克服し成功に導ければ斬新な取り組み
になる。  



骨太方針と成長戦略を閣議決定、特養の報酬適正化を明記 
 
２０１４年６月２４日 
 
 
   

政府は２４日の臨時閣議で、今後の政策の指針となる「骨太の方針」と新たな「成長戦略」を決定した。特別養護老
人ホームの介護報酬を「適正化」することや、外国人の労働者を受け入れる「技能実習制度」を介護で活用するこ
となどが盛り込まれている。 
 

安倍首相は２４日夕の会見で、「安倍政権の改革にはタブーも聖域もない。あるのはどこまでもやりきる強い意志
だ」と強調。「いかなる壁も打ち破っていく」などと述べ、閣議決定した方針の実行に向けた意欲をアピールした。 

「骨太の方針」では、右肩上がりが続く社会保障制度の給付を、「徹底的に効率化・適正化していく」と明記。来年
度の介護報酬改定で、内部留保が問題視されている特養の報酬を見直す考えを示している。 

このほか、無駄の少ないサービスの提供体制をつくることや、健康を維持する人へのインセンティブを高めること、
余裕のある高齢者により多く負担してもらうことなども盛り込んでいる。 

2014年 
平成26年 
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2014年6月03日  
医療・介護改革の法案が審議再開、野党が要支援見直しを批判  
 
 

 介護の改革は、相対的に状態の軽い要支援者が利用する訪問介護とデイサービスを、現行の予防給付から市町
村の「地域支援事業」に移すことが柱。 
 
 特養の入所者を原則として要介護３以上に絞ることや、 
 
 それなりに所得のある人の利用料を２割に上げることなども含まれている ... 
 
介護保険改正で要支援向けサービスを国から市区町村に移管    日刊アメーバニュース 

2014年 
平成26年 



第６次改正（平成２６年予定）では、医療安全確保を狙いとした医療事故調査・支援センターの新設、病床機能
の分化と連携の推進を狙いとした病床機能報告制度の新設等が行われます。 

2014年 
平成26年 
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＝ News ＝ 

小規模多機能介護、定員の弾力化や要件の緩和で役割拡大へ 
２０１４年５月２６日 

 
  

                                                                                                                                                        ２３日の社会保障審議会・介護給付費分科会 

地域の高齢者に対する支援を柔軟にできるようにして、より多くの役割を果たすサービスへと発展させていく ― 。 

 
厚生労働省では現在、通い、泊まり、訪問を組み合わせた「小規模多機能型居宅介護」について、こんな議論が進められている。 
来年度の介護報酬改定で、登録定員の弾力化や人員配置の見直しを行い、不十分とされる訪問サービスの充実につなげる考え。 
地域への貢献に取り組みやすくするため、職員の兼務に関するルールも緩和する方針だ。 

 
介護報酬の改定を議論する審議会（社会保障審議会・介護給付費分科会）の２３日の会合で、こうした方針を論点として示した。 
介護サービスの事業者や専門家で構成する委員からは、特に目立った反対の声は出ていない。 

2014年 
平成26年 
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団地を医療・介護拠点に 
公明新聞：2014年6月3日（火）付 

  質問する秋野氏＝2日 参院本会議場 
 
 
 
 
 

包括ケア法案 参院本会議で秋野氏訴え 

参院は2日の本会議で、高齢者が地域で医療、介護、生活支援サービスを一体で受けられる地域包括ケアシステムの構築などを 
めざす、医療・介護総合確保推進法案の趣旨説明と質疑を行った。 
公明党から秋野公造氏が質問に立った。 
 
秋野氏は、在宅介護を推進する上で住まいの確保は大前提だと指摘し、「公明党はサービス付き高齢者向け住宅の創設など、 
安心した住まいの確保は『福祉の要』として福祉政策に取り組んできた」と強調。 
団地の建て替えに際しては、医療・介護施設を誘致して地域包括ケアシステムの構築に役立つよう再生すべきだと訴えた。 
安倍晋三首相は「高齢者が安心して生活できる住まいの確保は喫緊の課題だ」として、団地の建て替え時に医療・介護拠点の 
整備を進める考えを示した。 
 
また秋野氏は、今後、介護職員が100万人規模で不足するとの懸念に言及。 
介護職の正しいイメージを浸透させるためにも、「介護を義務教育の中で明確に位置付けるべきだ」と提案したのに対し、 
安倍首相は「介護人材の確保は重要な課題だ。介護職の重要性について、普及・啓発に取り組む」と答えた。 
• 
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介護負担、15年８月から一部２割に 医療介護推進法が成立  
2014/6/18  
 
 政府が今国会に提出していた医療介護総合推進法が、18日午前の参院本会議で与党の賛成多数で可決、成
立した。いまは一律１割の介護サービスの自己負担割合を、一定以上の所得の人は2015年８月から２割に引き

上げる。高齢化に備え、軽度者向けの介護予防サービスの一部を市町村へ移したり、医療機関の役割分担を促
す基金を設けたりして効率化を急ぐ。 
 
 介護サービスの自己負担は年間の年金収入が単身で280万円以上ある人について２割とする。00年度の介護
保険制度の創設以来一律１割だったが、所得の多い高齢者には相応の負担を求めるようにする。 
 
 介護予防は利用者の多いデイサービスとホームヘルパーを17年度までに市町村へ移行する。従来の全国一律
のサービス内容を、地域ごとに変えられるようにする。医療の基金は総額904億円で、病院の機能転換のための
設備や人材にかかる費用を今年度から補助する。 

2015年 
平成27年 
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医療介護総合確保推進法 



【地域医療・介護総合確保推進法が成立】 
利用者負担２割の人も  軽度の介護は市町村に  

 高齢化が一段と進むのに備え、医療や介護の仕組みを見直す地域医療・介護 総合確保推進法が成立した。 

 利用者が増える中でも介護保険制度が維持できるよう、高齢者に負担増を求めたり、サービスの利用条件を  

 厳しくしたりしたのが特徴だ。 

 制度改正のポイントをまとめた。 

 【一部は２割負担に】 
 介護サービスの利用料の自己負担割合はこれまで原則として１割だったが、２０１５年８月から一定以上の所
得のある人は２割に引き上げる。 

 所得は世帯単位ではなく、個人ごとに判断する。厚生労働省は年間の年金収入が２８０万円以上の人を想定
しており、在宅サービス利用者の約１５％、特別養護老人ホーム（特養）の入居者の約５％が対象となる見込み
だ。 

 【特養の入所制限】 
 特養の利用で、１５年４月以降に新たに入所する人は原則、介護の必要度 

 （要介護度）が要介護３以上に限定する。 

 現在は要介護１～５が申し込めるが、入所希望者が多いのに施設数は足りないため、自宅で暮らすのが難し
い中重度の人を優先する。特養の待機者は、今年３月の全国集計で約５２万４千人。このうち要介護３以上の
人は約３４万 ５千人と全体の３分の２を占める。 

 ただ、要介護１～２の比較的軽度な人でも「認知症で常時見守りが必要」などやむを得ない事情があれば入
所を認める方針で、今後、詳細な条件を検討する。 



【軽度介護は市町村】 

 介護の必要度が低い要支援１、２向けの訪問介護と通所介護は、介護
保険のサービスから市町村の事業へ移す。これらのサービスは、市町村
ごとに内容や利用料を決め、介護保険の事業者だけでなく、ボランティア
やＮＰＯにも委託できるようになる。１５年度から順次移行し、１７年度末
までに完了する。 

 要支援向けのサービスでも、より専門性が高い訪問看護や訪問・通所
リハビリテーション、福祉用具貸与などは介護保険のサービスに残す。 





マイナンバー利用範囲拡大に「医療・介護・健康情報」など、中間とりまとめ案 
2014/05/19 
大豆生田 崇志＝日経コンピュータ （筆者執筆記事一覧） 
 
 IT総合戦略本部の新戦略推進専門調査会「マイナンバー等分科会」（座長＝金子郁容慶応義塾大学大学院政
策･メディア研究科教授）は、2014年5月16日に開催した会合で示した「中間とりまとめ（案）」を公表した。 
 
 それによると、2018年までのロードマップとして「マイナンバーの利用範囲の拡大」を掲げたほか、申請に基づく個

人番号カードの普及策や、法人番号の「法人ポータル」の構築などを検討。非公開で行われた分科会では、中間と
りまとめ案への意見集約を座長に一任したという。 
 利用範囲の拡大では、関係府省の具体的検討課題として2018年までに検討し、番号法改正法案の提出など必要

な制度改正などを行うロードマップを提示。マイナンバー制度の取り組みに「近接し、公共性が高く、国・地方・民間
の情報連携などによりさらなるメリットが期待される事務」として、戸籍や旅券事務、預貯金付番（ペイオフ時の名寄
せ、口座名義人の特定･現況確認など）のほか、医療・介護・健康情報の管理･連携、自動車登録事務などを列挙。
「積極的かつ具体的に検討を進め、秋ごろをめどに、検討状況を政府CIOに報告する」としている。 

2014年 
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「西尾病院」で診療報酬を不正請求 
（愛知県） 
 
 

 愛知県西尾市の医療法人田中会が運営する「西尾病院」が診療報酬を水増しするな
どして、不正に請求していたことが分かった。西尾病院の内部調査によると、２０１３年度

の１年間にわたり病院内のリハビリテーション室で７割の職員が２０分の診
療時間を３０分と書き換え、点数を水増ししたり、複数の
患者を同時に診ているのに別々の時間に１人ずつを診
ていたように請求していたという。 

 詳しい金額や件数は調査が途中として明らかになっていない。西尾病院では先月、リ
ハビリ室に勤務する職員が水増し請求や診療に際しノルマがあったことを告発していて、
これまで病院側は内部調査を続けていた。 

 病院側は不正な請求があったとし、調査結果を東海北陸厚生局に報告していて、担当
者は「効率性を考えて間違えてしまった。申し訳ない」と話している。 
[ 6/21 19:00 中京テレビ] 
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２０２５年の地域包括ケア構築に向けて・・ 

 地域包括ケアを作り上げるには，行政・市民・多職種団体・介護事業所・介護施
設・診療所・病院など，すべての関係者が方向性を共有し，協力していくことが大
事！ 



２０２５年の地域包括ケア構築に向けて・・ 

 地域包括ケアを作り上げるには，行政・市民・多職種団体・介護事業所・介護施
設・診療所・病院など，すべての関係者が方向性を共有し，協力していくことが大
事！ 

地域包括ケア構築へ向けて 
知恵を出し合い 

ACTIONを! 



一丸となって、お互いに助け合って 
  地域包括ケアシステムの充実へ向けた取り組みをし
ていきましょう！ 
 

地域ケア会議＊地域支援＊各種予防事業を！ 


